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皆さん加入申請（平成22年6月30日(水)まで）はお済みでしょうか。

ご自身で申請をされる方、ＪＡ等に手続をお願いされている方も含めて、
今一度、ご確認をお願いします。（詳細は裏面をご覧ください。）

２２年産加入申請の受付はお済みですか？

＜目 次＞

なお、戸別所得補償モデル対策の加入申請も平成22年6月30日(水)まで
となっております。経営所得安定対策とは別に加入申請手続きが必要に
なりますので、今一度、ご確認いただきますようお願いします。

＜目 次＞

１．収入減少補てん積立申出期限及び納付期限について

２．22年産の標準的収入額等の告示について

３．対策加入者の方々への重要なお知らせ

１．収入減少補てん積立申出期限及び納付期限について

22年産の積立申出期限は平成22年6月30日(水)までとなっています。
また、納付期限は平成22年7月31日までとなっていますが、31日は土曜日と

なっていますので、平成22年8月2日(月)までに納付していただくようよろしく

☆早めに手続きをお済ませください。

１．収入減少補てん積立申出期限及び納付期限に いて

お願いします。（納付額については積立額等通知書によりお知らせします。）

＊ 納付期限を過ぎて納付された場合は、平成22年産の収入減少補てんの交付
を受けることができなくなりますのでご注意ください。

２． 22年産の標準的収入額等の告示について年産 標準 入額等 告

収入減少影響緩和対策（収入減少補てん）の算定基礎となる単位面積当たりの
標準的収入額等が５月６日に告示されました。

収入減少補てんの額や、補てんを受けるために拠出する積立額は、農林水産大
臣が毎年告示するこの内容に基づいて計算されます。

なお 告示内容は 東海農政局の受付 相談窓口において縦覧していますなお、告示内容は、東海農政局の受付・相談窓口において縦覧しています。
また、以下の農林水産省のホームページでもご覧になれます。

（http://www.maff.go.jp/j/ninaite/n_antei/law/index.html）



３．対策加入者の方々への重要なお知らせ

平成２２年産の加入申請について

受付期間は、

平成２２年６月３０日（水）までです。まもなく受付を終了します。

加入申請書（様式１号）に必要事項を記入し、必要書類を添えて受付窓口に提出し

くださ 地域 農協等 出 受付を開催 ます

平成２２年産の加入申請について

てください。地域によっては、農協等で出張受付を開催します。

戸別所得補償モデル対策の加入申請とは別に加入申請することが必要と

なりますのでご注意ください。

平成２１年産収入減少補てんの交付について平成２１年産収入減少補てんの交付について

・ 平成２１年産の収入減少補てんの支払いは、交付申請に基づき該当する皆様に７月上旬
には収入減少額の９割について、１／４を積立金より返金し、３／４を国から交付します。

・ 交付金額の詳細については、皆様にお届けします交付決定通知書をご覧ください。

麦・大豆から米粉用米、飼料用米及びＷＣＳ用稲へ作付転換し、
水田利活用自給力向上事業の8万円/10aの助成を受ける場合には、
二重の補てんとならないよう、作付転換分の固定払（緑ゲタ）を

麦・大豆から米粉用米・飼料用米等に作付転換する場合について

二重の補てんとならないよう、作付転換分の固定払（緑ゲタ）を
辞退していただくことがあります。
詳しくは、東海農政局のＨＰをご覧いただくか、東海農政局まで

ご相談ください。

【農政局または、お近くの地域課へお問い合わせください】

東海農政局生産経営流通部担い手育成課 ℡ ０５２－２２３－４６２６
名古屋市中区三の丸１－２－２

東海農政局消費・安全部地域第一課 ℡ ０５２－７６３－４３４２
名古屋市昭和区安田通４－８ 尾張地域（一宮市、稲沢市を除く）、知多地域

東海農政局消費・安全部地域第二課 ℡ ０５３２－４５－８１９５東海農政局消費 安全部地域第 課 ０５３ ５ ８ ９５
豊橋市富本町国隠２０－６ 東三河地域

東海農政局消費・安全部地域第三課 ℡ ０５６４－５１－５１３１
岡崎市美合町平端２３－７０ 西三河地域

東海農政局消費・安全部地域第四課 ℡ ０５６７－２８－２１９７
愛西市諏訪町郷浦６４－３ 海部地域、一宮市、稲沢市


